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１．［ごあいさつ］電子版速報№22の配信にあたって 

２．［当会の動き］（１）臨時理事会開催／（２）今後の活動について 

３．［臨床心理士関係 4団体関連の動き］（１）当会／（２）日本心理臨床学会／（３）日 

 本臨床心理士資格認定協会／（４）日本臨床心理士養成大学院協議会／（５）臨床心理  

 士関係 4団体会合 

４．［他団体等の動き］ 三団体会談 

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１．［ごあいさつ］電子版速報 No.22の配信にあたって 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「公認心理師法」の成立を受けて                                         

                             会長 村瀬 嘉代子 

 9月 9日に「公認心理師法」が成立しました。これまでの会員の皆様のご協力に深謝申し

上げます。ここに至る紆余曲折を振り返りますとさまざまな感慨もありますが、ここは大

きな節目の時、変化に向けて新たに取り組むことがまずは先決であろうと思われます。公

認心理師法には私ども臨床心理士が担って参りました各領域における仕事が、その業務と

して著わされております。これまで仕事の実質を担って参りました臨床心理士は、国家資

格者となって今後も社会のニーズに応え、かつ社会に働きかけてゆく仕事を発展させるこ

とが期待されています。 

大きな変化の時期がやって参りましたが、これを機に専門職としての視野を拡げ、職能

の間口と懐を拡げて、社会の多岐にわたる課題に取り組んで参りましょう。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
公認心理師法（第１８９国会にて成立した法案です） 

目次 
 第一章 総則（第一条―第三条） 
 第二章 試験（第四条―第二十七条） 
 第三章 登録（第二十八条―第三十九条） 
 第四章 義務等（第四十条―第四十五条） 

「公認心理師法」が成立しました!! 
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 第五章 罰則（第四十六条―第五十条） 
 附則 
   第一章 総則 
 （目的） 
第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の

心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。 
 （定義） 
第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の

名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知

識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 
 一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。 
 二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導そ

の他の援助を行うこと。 
 三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他

の援助を行うこと。 
 四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。 
 （欠格事由） 
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。 
 一 成年被後見人又は被保佐人 
 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった

日から起算して二年を経過しない者 
 三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で

定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなった日から起算して二年を経過しない者 
 四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの

日から起算して二年を経過しない者 
   第二章 試験 

 （資格） 
第四条 公認心理師試験（以下「試験」という。）に合格した者は、公認心理師となる資格

を有する。 
 （試験） 
第五条 試験は、公認心理師として必要な知識及び技能について行う。 
 （試験の実施） 
第六条 試験は、毎年一回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行う。 
 （受験資格） 
第七条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 
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 一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学（短期大学を除く。以下

同じ。）において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省

令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において

心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省

令で定めるものを修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして文部

科学省令・厚生労働省令で定める者 
 二 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科

目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者

に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・

厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第

二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの 
 三 文部科学大臣及び厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有

すると認定した者 
 （試験の無効等） 
第八条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、

その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効と

することができる。 
２ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を

定めて試験を受けることができないものとすることができる。 
 （受験手数料） 
第九条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に

納付しなければならない。 
２ 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しな

い。 
 （指定試験機関の指定） 
第十条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところ

により、その指定する者（以下「指定試験機関」という。）に、試験の実施に関する事務

（以下「試験事務」という。）を行わせることができる。 
２ 指定試験機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事

務を行おうとする者の申請により行う。 
３ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めると

きでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 
 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関す

る計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 
 二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術

的な基礎を有するものであること。 
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４ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、

指定試験機関の指定をしてはならない。 
 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 
 二 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができ

ないおそれがあること。 
 三 申請者が、第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算し

て二年を経過しない者であること。 
 四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。 
  イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなった日から起算して二年を経過しない者 
  ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を

経過しない者 
 （指定試験機関の役員の選任及び解任） 
第十一条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可

を受けなければ、その効力を生じない。 
２ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律（この法律に基

づく命令又は処分を含む。）若しくは第十三条第一項に規定する試験事務規程に違反する

行為をしたとき又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に

対し、当該役員の解任を命ずることができる。 
 （事業計画の認可等） 
第十二条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度

の開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞な

く）、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよう

とするときも、同様とする。 
２ 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収

支決算書を作成し、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 
 （試験事務規程） 
第十三条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程（以下こ

の章において「試験事務規程」という。）を定め、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可

を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
２ 試験事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。 
３ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適

正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更

すべきことを命ずることができる。 
 （公認心理師試験委員） 
第十四条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、公認心理師として必要な知識
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及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、公認心理師試験委員（以下

この章において「試験委員」という。）に行わせなければならない。 
２ 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令

で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 
３ 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、文部科学省令・厚生労働省令で定める

ところにより、文部科学大臣及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試

験委員に変更があったときも、同様とする。 
４ 第十一条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。 
 （規定の適用等） 
第十五条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の

規定の適用については、第八条第一項中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、及

び第九条第一項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 
２ 前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により指定試験機関に納め

られた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。 
 （秘密保持義務等） 
第十六条 指定試験機関の役員若しくは職員（試験委員を含む。次項において同じ。）又は

これらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
２ 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法（明治四十年法律第四十五

号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 
 （帳簿の備付け等） 
第十七条 指定試験機関は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事

務に関する事項で文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、こ

れを保存しなければならない。 
 （監督命令） 
第十八条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認め

るときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 
 （報告） 
第十九条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認め

るときは、その必要な限度で、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、指

定試験機関に対し、報告をさせることができる。 
 （立入検査） 
第二十条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認め

るときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試

験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができ

る。 
２ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関
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係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 
３ 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
 （試験事務の休廃止） 
第二十一条 指定試験機関は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の許可を受けなければ、試

験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 
 （指定の取消し等） 
第二十二条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号（第三

号を除く。）のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならな

い。 
２ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに

至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の

停止を命ずることができる。 
 一 第十条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 
 二 第十一条第二項（第十四条第四項において準用する場合を含む。）、第十三条第三項

又は第十八条の規定による命令に違反したとき。 
 三 第十二条、第十四条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。 
 四 第十三条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。 
 五 次条第一項の条件に違反したとき。 
 （指定等の条件） 
第二十三条 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項又は第二

十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することが

できる。 
２ 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最

小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課する

こととなるものであってはならない。 
 （指定試験機関がした処分等に係る審査請求） 
第二十四条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある

者は、文部科学大臣及び厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合

において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六

十八号）第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並び

に第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。 
 （文部科学大臣及び厚生労働大臣による試験事務の実施等） 
第二十五条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験

事務を行わないものとする。 
２ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十一条の規定による許可を受

けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十二条第二項の規定により指定
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試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定試験機関が天

災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合

において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 
 （公示） 
第二十六条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しな

ければならない。 
 一 第十条第一項の規定による指定をしたとき。 
 二 第二十一条の規定による許可をしたとき。 
 三 第二十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止

を命じたとき。 
 四 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき又

は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 
 （試験の細目等） 
第二十七条 この章に規定するもののほか、試験、指定試験機関その他この章の規定の施

行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。 
   第三章 登録 
 （登録） 
第二十八条 公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録

簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けな

ければならない。 
 （公認心理師登録簿） 
第二十九条 公認心理師登録簿は、文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ備える。 
 （公認心理師登録証） 
第三十条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録をしたときは、申請者に

第二十八条に規定する事項を記載した公認心理師登録証（以下この章において「登録証」

という。）を交付する。 
 （登録事項の変更の届出等） 
第三十一条 公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨

を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 
２ 公認心理師は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出

し、その訂正を受けなければならない。 
 （登録の取消し等） 
第三十二条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当

する場合には、その登録を取り消さなければならない。 
 一 第三条各号（第四号を除く。）のいずれかに該当するに至った場合 
 二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 
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２ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条、第四十一条又は第四十二

条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師

の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。 
 （登録の消除） 
第三十三条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録がその効力を失ったと

きは、その登録を消除しなければならない。 
 （情報の提供） 
第三十四条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録に関し、相互に必要な

情報の提供を行うものとする。 
 （変更登録等の手数料） 
第三十五条 登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けよう

とする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 
 （指定登録機関の指定等） 
第三十六条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めると

ころにより、その指定する者（以下「指定登録機関」という。）に、公認心理師の登録の

実施に関する事務（以下「登録事務」という。）を行わせることができる。 
２ 指定登録機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事

務を行おうとする者の申請により行う。 
第三十七条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条、第三十条、第三十

一条第一項、第三十三条及び第三十五条の規定の適用については、第二十九条中「文部

科学省及び厚生労働省に、それぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第三十条、第

三十一条第一項及び第三十三条中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、並びに第

三十五条中「国」とあるのは「指定登録機関」とする。 
２ 指定登録機関が登録を行う場合において、公認心理師の登録を受けようとする者は、

実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。 
３ 第一項の規定により読み替えて適用する第三十五条及び前項の規定により指定登録機

関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。 
 （準用） 
第三十八条 第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで並びに第十六条から第

二十六条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの

規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務

規程」と、第十条第三項中「前項の申請」とあり、及び同条第四項中「第二項の申請」

とあるのは「第三十六条第二項の申請」と、第十六条第一項中「職員（試験委員を含む。

次項において同じ。）」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第

二項（第十四条第四項において準用する場合を含む。）」とあるのは「第十一条第二項」

と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」
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と、第二十三条第一項及び第二十六条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第三十六

条第一項」と読み替えるものとする。 
 （文部科学省令・厚生労働省令への委任） 
第三十九条 この章に規定するもののほか、公認心理師の登録、指定登録機関その他この

章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。 
   第四章 義務等 
 （信用失墜行為の禁止） 
第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 
 （秘密保持義務） 
第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏

らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。 
 （連携等） 
第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健

医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提

供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。 
２ 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に

係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。 
 （資質向上の責務） 
第四十三条 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変

化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなけれ

ばならない。 
 （名称の使用制限） 
第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。 
２ 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字

を用いてはならない。 
 （経過措置等） 
第四十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その

命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経

過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 
２ この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・

厚生労働省令で定める。 
   第五章 罰則 
第四十六条 第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金

に処する。 
２ 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 
第四十七条 第十六条第一項（第三十八条において準用する場合を含む。）の規定に違反し
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た者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 
第四十八条 第二十二条第二項（第三十八条において準用する場合を含む。）の規定による

試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機

関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す

る。 
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
 一 第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師と

いう文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理

師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの 
 二 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者 
第五十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は

指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 
 一 第十七条（第三十八条において準用する場合を含む。）の規定に違反して帳簿を備え

ず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったと

き。 
 二 第十九条（第三十八条において準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をしたとき。 
 三 第二十条第一項（第三十八条において準用する場合を含む。）の規定による立入り若

しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは

虚偽の陳述をしたとき。 
 四 第二十一条（第三十八条において準用する場合を含む。）の許可を受けないで試験事

務又は登録事務の全部を廃止したとき。 
   附 則 
 （施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第十条から第十四条まで、第十六条、第十八条から第二十三

条まで及び第二十五条から第二十七条までの規定並びに第四十七条、第四十八条及び第

五十条（第一号を除く。）の規定（指定試験機関に係る部分に限る。）並びに附則第八条

から第十一条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令

で定める日から施行する。 
 （受験資格の特例） 
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条の規定にかかわらず、試験を受ける

ことができる。 
 一 この法律の施行の日（以下この項及び附則第六条において「施行日」という。）前に

学校教育法に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において心理学

その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定
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めるものを修めたもの 
 二 施行日前に学校教育法に基づく大学院に入学した者であって、施行日以後に心理学

その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定

めるものを修めて当該大学院の課程を修了したもの 
 三 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師と

なるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業

した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であ

って、施行日以後に同法に基づく大学院において第七条第一号の文部科学省令・厚生

労働省令で定める科目を修めてその課程を修了したもの 
 四 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師と

なるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業

した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であ

って、第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において同号の文部

科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為

の業務に従事したもの 
２ この法律の施行の際現に第二条第一号から第三号までに掲げる行為を業として行って

いる者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であっ

て、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、この法律の施行後五年間は、第七

条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。 
 一 文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者 
 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において、第二条第一号から第三号まで

に掲げる行為を五年以上業として行った者 
３ 前項に規定する者に対する試験は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところによ

り、その科目の一部を免除することができる。 
 （受験資格に関する配慮） 
第三条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、試験の受験資格に関する第七条第二号の文部

科学省令・厚生労働省令を定め、及び同条第三号の認定を行うに当たっては、同条第二

号又は第三号に掲げる者が同条第一号に掲げる者と同等以上に臨床心理学を含む心理学

その他の科目に関する専門的な知識及び技能を有することとなるよう、同条第二号の文

部科学省令・厚生労働省令で定める期間を相当の期間とすることその他の必要な配慮を

しなければならない。 
 （名称の使用制限に関する経過措置） 
第四条 この法律の施行の際現に公認心理師という名称を使用している者又はその名称中

に心理師の文字を用いている者については、第四十四条第一項又は第二項の規定は、こ

の法律の施行後六月間は、適用しない。 
 （検討） 
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第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行

の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
 （試験の実施に関する特例） 
第六条 第六条の規定にかかわらず、施行日の属する年においては、試験を行わないこと

ができる。 
 （登録免許税法の一部改正） 
第七条 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。（略） 
 （文部科学省設置法の一部改正） 
第八条 文部科学省設置法（平成十一年法律第九十六号）の一部を次のように改正する。 
  第四条第十二号の次に次の一号を加える。 
  十二の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。 
 （厚生労働省設置法の一部改正） 
第九条 厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）の一部を次のように改正する。 
  第四条第一項第八十九号の次に次の一号を加える。 
  八十九の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。 
  第十八条第一項中「第八十七号から」の下に「第八十九号まで、第九十号から」を加

える。 
 （アルコール健康障害対策基本法の一部改正） 
第十条 アルコール健康障害対策基本法（平成二十五年法律第百九号）の一部を次のよう

に改正する。 
  附則第七条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の次に一号を加える改正

規定中「第四条第一項第八十九号」を「第四条第一項第八十九号の二」に改め、第八十

九号の二を第八十九号の三とする。 
  附則第七条中厚生労働省設置法第十八条第一項の改正規定を削る。 
 （内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の

一部を改正する法律の一部改正） 
第十一条 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織

法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第   号）の一部を次のように改正す

る。 
  第十一条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の次に一号を加える改正規

定中「同項第八十九号」を「同項第八十九号の二」に改め、第八十九号の二を第八十九

号の三とする。 
  第十一条のうち厚生労働省設置法第十八条第一項の改正規定中「「第八十七号から」の

下に「第八十九号まで、第九十号から」を加え、」を削る。 
  附則第二十八条のうちアルコール健康障害対策基本法附則第七条のうち厚生労働省設

置法第四条第一項第八十九号の次に一号を加える改正規定の改正規定及び同法第十八条
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第一項の改正規定を削る改正規定中「第四条第一項第八十九号」を「第四条第一項第八

十九号の二」に、「第四条第一項第八十九号の二」を「第四条第一項第八十九号の三」に、

「八十九の二」を「八十九の三」に、「八十九の三」を「八十九の四」に、「改め、同法

第十八条第一項の改正規定を削る」を「改める」に改める。 
  附則第二十九条中「第四条第一項第八十九号」を「第四条第一項第八十九号の二」に、

「同項第八十九号」を「同項第八十九号の二」に、「同項第八十九号の二」を「同項第八

十九号の三」に、「八十九の二」を「八十九の三」に、「八十九の三」を「八十九の四」

に改め、「、第十一条のうち厚生労働省設置法第十八条第一項の改正規定（同項中「第八

十七号から」の下に「第八十九号まで、第九十号から」を加える部分に限る。）」を削る。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

以下は衆議院文部科学委員会ホームページに掲載された決議文です。 

心理専門職の活用の促進に関する件 
平成二十七年九月二日 
衆議院文部科学委員会 

今日、心の問題は、国民の生活に関わる重要な問題となっており、学校、医療機関、福

祉機関、司法・矯正機関、警察、自衛隊、その他企業をはじめとする様々な職場における

心理専門職の活用の促進は、喫緊の課題となっている。しかしながら、我が国においては、

心理専門職の国家資格がなく、国民が安心して心理的な支援を利用できるようにするため、

国家資格によって裏付けられた一定の資質を備えた専門職が必要とされてきた。 

今般、関係者の長年にわたる努力もあり、「公認心理師」という名称で、他の専門職と連携

しながら、心のケアを必要とする者に対して、心理的な支援を行う国家資格を創設する

法律案を起草する運びとなったところである。政府は、公認心理師法の施行及び心理専

門職の活用の促進に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 
一 臨床心理士をはじめとする既存の心理専門職及びそれらの資格の関係者がこれまで培

ってきた社会的な信用と実績を尊重し、心理に関する支援を要する者等に不安や混乱を

生じさせないように配慮すること。 
二 公認心理師が臨床心理学をはじめとする専門的な知識・技術を有した資格となるよう、

公認心理師試験の受験資格を得るために必要な大学及び大学院における履修科目や試験

の内容を定めること。 
三 公認心理師法の施行については、文部科学省及び厚生労働省は、互いに連携し、十分

協議した上で進めること。また、文部科学省及び厚生労働省を除く各省庁は、同法の施
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行に関し必要な協力を行うこと。 
四 受験資格については、同法第七条第一号の大学卒業及び大学院課程修了者を基本とし、

同条第二号及び第三号の受験資格は、第一号の者と同等以上の知識・経験を有する者に

与えることとなるよう、第二号の省令を定めるとともに、第三号の認定を行うこと。 
五 公認心理師が業務を行うに当たり、心理に関する支援を要する者に主治医がある場合

に、その指示を受ける義務を規定する同法第四十二条第二項の運用については、公認心

理師の専門性や自立性を損なうことのないよう省令等を定めることにより運用基準を明

らかにし、公認心理師の業務が円滑に行われるよう配慮すること。 
六 同法附則第五条の規定による施行後五年を経過した場合における検討を行うに当たっ

ては、保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携等の在り方につい

ても検討を加えること。 
 右決議する。 
 
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２．［当会の動き等］（１）臨時理事会開催／（２）今後の活動について 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１） 国家資格の成立を受けて、当会では臨時理事会を開催して対応を検討する予定で 

す。その後、臨時代議員会を開催することになる可能性があります。 

 

（２） 今後の活動について 

法律は成立後 2年の間に施行することとされております。また施行 1年後以降に経過措

置の試験が行われることになるようです。従いまして、向こう 3年間は臨床心理士の活動

環境に具体的な変化はないと考えられますが周囲の空気は大きく変わることが考えられま

す。また、公認心理師法に書かれている業務はどれも現在臨床心理士が行っているもので

す。従って、当会としては以下のような課題に取り組む必要があると考えられます。 

① 会員の国家資格の取得に対して支援すること。 

② 公認心理師の職能団体として当会が責任と役割を果たすための組織体制を検討す

ること。 

③ 新たな組織体制において、懸案であった公益法人化を図ること。 

④ 各領域の制度などにおいて心理職の役割の確立を図るための調査、広報、要請活動

に着手すること。 

⑤ 公認心理師の制度化に伴い、各省庁、自治体の心理職関連制度の整備が行われると

考えられるので、情報収集、要請活動、連携協力活動などを進めること。 

⑥ 各領域の連携団体、機関等との交渉、協議に取り組むこと。 
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◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３．［臨床心理士関係 4団体関連の動き］（各団体のホームページをご参照ください。）  

（１）当会 

                  （２）日本心理臨床学会 

                  （３）日本臨床心理士資格認定協会 

                  （４）日本臨床心理士養成大学院協議会 

                  （５）臨床心理士関係 4団体会合 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１）一般社団法人 日本臨床心理士会 http://www.jsccp.jp 

 当会のホームページのトップページの右側中央にオレンジ色で囲まれた【国家資格実現】

という見出しがあります。そこから『資格問題の諸情報・電子版速報』の No.1〜No.21及

び号外、「国家資格化をめぐるQ&A」、その他の関連資料を見ることができます。 

 

（２）一般社団法人 日本心理臨床学会  http://www.ajcp.info/ 

 9 月 18 日から 20 日まで第 34 回秋季大会が開催されます。資格関連委員会企画シンポジ

ウム（19 日）では「心理臨床家の養成・教育に必要なカリキュラム」がテーマとされてい

ます。学会事務局が 6月に有楽町に移転しました。 

 

（３）公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会 http://www.fjcbcp.or.jp/ 

役員体制の変更があり、専務理事が大塚義孝氏から藤原勝紀氏に代わりました。理事の

体制も変わりました。 

 

（４）日本臨床心理士養成大学院協議会  http://www.jagpcp.jp/ 

 初めての理事選挙が行われ、新体制となりました。9月 13日に総会が開かれます。 

 

（５）臨床心理士関係 4団体会合 

 第14回の会合が1月25日に開催され、4団体それぞれのスタンスが報告され意見交換がな

されました。今後の開催予定は未定です。 

  

◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４．[他団体等の動き]  三団体会談 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三団体会談 http://3dantai-kaidan.jp/ 

公認心理師法案の早期成立を要請する要望書を 8 月中に関係する国会議員延べ 220 名に

届けました。また 8月末に発達障害ネットワークと協力して、150名の議連議員に要望書を

届けました。賛同団体は当会を含む 67団体でした。 
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